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発
言
項
目
一
覧
︵
発
言
順
︶

■
山
口
公
悦

①
上
野
台
団
地
の
交
通
安
全
と
防
犯
・
防
災

②
上
野
台
保
育
所
の
駐
車
場
設
置
と
保
育
士

の
過
重
労
働
と
な
ら
な
い
保
育
体
制
を

■
小
坂
部
政
勝

①
駒
林
部
分
県
道
拡
幅
と
交
差
点
改
良
②
二

六
二
号
線
の
拡
幅
③
新
市
の
用
途
地
域
の
変

更
④
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
へ
の
意
見
苦
情
は

■
奥
野
裕
美

①
軽
度
発
達
障
が
い
の
子
ど
も
達
へ
の
学
習

支
援
の
充
実
・
成
長
を
支
え
る
体
制
づ
く
り
・

理
解
を
深
め
る
工
夫
と
相
談
窓
口
の
創
設

■
粕
谷
正
臣

①
譲
り
合
い
待
避
所
②
県
道
と
交
差
す
る
市

道
拡
幅
と
改
良
③
ス
ポ
ッ
ト
買
い
④
民
間
バ

ス
と
の
関
わ
り
と
調
整
区
域
の
市
街
地
化

■
島
田
修
司

①
水
道
料
金
を
値
上
げ
す
る
な
。
留
保
資
金

残
高
が
一
六
億
円
も
あ
り
、
経
営
は
安
定
し

て
い
る
②
浄
水
場
前
道
路
の
交
通
安
全
対
策

■
青
山
博
明

①
外
郭
団
体
も
情
報
公
開
の
対
象
に

②
住
基
台
帳
の
大
量
閲
覧
に
制
限
を

③
市
の
広
報
板
の
掲
載
基
準
の
見
直
し
を

■
堀
口
修
一

①
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
設

置
と
講
習
会
の
開
催
に
つ
い
て
の
具
体
的
な

計
画
②
子
供
を
犯
罪
か
ら
守
る
対
策

■
岸
川
彌
生

①
安
全
マ
ッ
プ
の
作
成
②
県
教
育
局
の
児

童
・
生
徒
の
安
全
策
取
り
組
み
③
交
通
指
導

員
④
地
域
電
子
図
書
館
の
実
現
に
つ
い
て

介
護
保
険
利
用
者
の
負
担

軽
減
を

問
　
昨
年
十
月
の
介
護
保
険
法
の

改
定
で
ホ
テ
ル
コ
ス
ト
︵
居
住
費
、

食
費
︶
が
導
入
さ
れ
、
全
額
利
用

者
負
担
と
な
っ
た
。
利
用
者
の
影

響
額
は
。
ま
た
、
市
の
第
三
期
事

業
計
画
で
一
号
被
保
険
者
の
保
険

料
が
大
幅
な
値
上
げ
と
な
っ
て
い

る
。
市
独
自
の
軽
減
策
を
講
じ
る

べ
き
で
は
な
い
か
。

答
　
厚
労
省
の
資
料
で
、
影
響
額

は
第
一
段
階
で
二
万
五
、
〇
〇
〇

円
、
第
二
段
階
で
三
万
七
、
〇
〇

〇
円
、
第
三
段
階
で
五
万
五
、
〇

〇
〇
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
市
独

自
の
負
担
軽
減
策
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
。

介
護
保
険
料
の
値
下
げ
を

問
　
介
護
保
険
制
度
三
期
改
定
は

新
予
防
給
付
が
新
設
さ
れ
、
介
護

の
必
要
な
人
を
抑
制
し
、
保
険
料

の
大
幅
値
上
げ
に
も
つ
な
が
る
。

ふ
じ
み
野
市
三
期
の
保
険
料
は

三
、
六
〇
〇
円
。
二
期
の
積
立
基

金
が
六
、
〇
〇
〇
万
円
し
か
算
入

さ
れ
て
い
な
い
。
全
額
一
億
五
、
〇

〇
〇
万
円
算
入
し
て
保
険
料
を
下

げ
る
べ
き
だ
。

答
　
全
額
算
入
は
運
営
面
で
心
配

で
す
。
全
額
で
も
値
下
げ
は
わ
ず

か
で
す
。

介
護
予
防
事
業
の
計
画

問
　
介
護
予
防
事
業
の
今
後
の
取

り
組
み
を
ど
う
計
画
し
て
い
る
か
。

答
　
介
護
予
防
事
業
に
は
、﹁
介
護

予
防
特
定
高
齢
者
施
策
﹂
と
﹁
介

護
予
防
一
般
高
齢
者
施
策
等
﹂
が

あ
り
ま
す
。

　
介
護
予
防
特
定
高
齢
者
施
策

は
、
介
護
が
必
要
と
な
る
可
能
性

の
高
い
虚
弱
高
齢
者
を
対
象
に
行

な
う
事
業
で
、
﹁
身
体
の
機
能
向

上
﹂、﹁
栄
養
改
善
﹂、﹁
口
腔
機
能

の
向
上
﹂
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
鍈
の
受
診

年
齢
の
引
き
下
げ
を

問
　
乳
が
ん
年
齢
が
低
下
し
て
い

る
。
早
期
発
見
で
生
命
が
助
か
る
。

乳
が
ん
検
診
に
効
果
の
あ
る
マ
ン

モ
グ
ラ
フ
ィ
の
検
診
年
齢
を
四
十

歳
か
ら
三
十
歳
に
引
き
下
げ
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
二
十
歳

に
な
っ
た
ら
受
診
と
い
う
啓
発
が

必
要
と
思
う
が
。

答
　
国
の
方
針
で
四
十
歳
か
ら
の

検
診
と
な
っ
て
い
ま
す
。
県
内
八

カ
所
で
、
三
十
歳
以
上
の
検
診
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
啓
発
は
大
事

だ
と
考
え
ま
す
。

目
的
に
応
じ
た
機
能
訓
練

問
　
介
護
予
防
と
生
活
習
慣
病
予

防
の
機
能
訓
練
で
は
、
機
器
の
機

能
が
違
っ
て
く
る
。
今
後
、
体
育

館
建
設
計
画
の
中
で
の
実
現
は
。

答
　
リ
ハ
ビ
リ
が
必
要
な
人
に
は

医
学
療
法
士
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、

生
活
習
慣
病
に
は
医
者
の
メ

ニ
ュ
ー
で
運
動
す
る
等
細
か
な
対

応
が
で
き
る
よ
う
、
保
健
セ
ン

タ
ー
か
体
育
館
に
、
そ
の
よ
う
な

機
能
を
持
た
せ
て
い
き
た
い
。

運
動
指
導
室
の
拡
大
を

問
　
市
民
の
生
活
習
慣
病
の
予

防
・
改
善
、
ま
た
介
護
予
防
と
し

て
重
要
な
役
割
を
持
つ
運
動
指
導

室
の
現
状
は
、
狭
い
部
屋
で
多
く

の
方
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
運
動

指
導
室
の
拡
大
を
。

答
　
総
合
振
興
計
画
の
中
の
大
き

な
柱
と
し
て
、
市
民
の
生
活
習
慣

病
を
改
善
す
る
た
め
の
運
動
が
で

き
る
ス
ペ
ー
ス
も
必
要
と
思
っ
て

い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
証
は
全
員

に
発
行
せ
よ

問
　
長
期
滞
納
者
の
国
民
健
康
保

険
証
が
、
短
期
保
険
証
や
未
交
付

に
な
っ
て
い
る
。
平
成
十
七
年
十

一
月
で
そ
れ
ぞ
れ
何
人
に
な
る

か
。
未
交
付
者
は
病
気
に
な
っ
て

も
お
金
が
な
け
れ
ば
医
療
が
受
け

ら
れ
な
い
た
め
、
全
員
に
保
険
証

は
交
付
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
　
短
期
保
険
証
は
四
七
五
人
、

健
康
を
守
る
福
祉
政
策
を

福祉


